
富士市地区まちづくり活動推進条例の概要 

 

１ 策定の背景・目的 

 

 富士市では、おおむね小学校の通学区域において、多くの市民の参画の下、住民主体の地区まちづ

くり活動が、豊かに、そして活発に行われてきました。こうした本市独自の地区まちづくり活動によ

る様々な取組により、身近な地域における人と人のつながりが強まり、高い地域力が形成されてき

ました。 

しかしながら、本格的な人口減少・少子高齢社会の到来や、ライフスタイルの多様化などから、富

士市においても、地域コミュニティへの帰属意識や地区まちづくり活動への参画意欲の低下が見ら

れるようになり、市民の地域への関心も薄れることで地域力が低下していくことが危惧されていま

す。 

このような中で、活力ある地域コミュニティを維持し、地区の様々な課題解決に取り組んでいく

ためには、市民一人ひとりが「地域の課題は、地域が解決する。」という地区まちづくり活動の意義

を再確認し、誰もが活動の担い手として参画することが大切になります。更には、地区住民と行政と

が連携して地域コミュニティの活性化に取り組んでいくことがますます重要となってきています。 

このため、「富士市地区まちづくり活動推進条例」は、将来にわたって持続可能な地域コミュニテ

ィの実現に向けて、本市における住民主体の地区まちづくり活動の意義や理念を広く市民に共有し、

多くの市民の参画の下で活力ある地区まちづくり活動を推進していくために制定するものです。 

 

２ これまでの経緯 

富士市では、平成２４年３月に、「社会情勢の変化に柔軟に対応できる、足腰の強い、将来にわた

って持続可能な地域コミュニティづくり」を基本指針とした、「地域の力こぶ増進計画（富士市まち

づくり活動推進計画）」を策定いたしました。 

この計画では、持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、活動実施体制、ひとづくり、活動の

場・連携の３つの視点から具体的な方策を示しており、平成２６年５月には「まちづくり協議会」の

設立、平成２８年３月には「まちづくり行動計画」の策定など、住民主体の地区まちづくり活動を活

性化するための様々な取組を進めてまいりました。 

また、本計画では、地区まちづくり活動の基本理念を共有し、活動の核となるまちづくり協議会の

位置付けを明確化するための理念的な条例について検討することが明記されており、これを受けて、

平成２６年３月に、学識経験者や地区団体の代表者、一般公募者等１３人を委員とする、「富士市ま

ちづくり活動推進条例検討会議」を設置いたしました。 

検討会議では、平成２８年３月までの２年の間に計１２回の会議を開催し、条例に盛り込むべき

項目や、これを表現する条文案についての検討が行われ、第１２回検討会議において条例の検討会

議案が提言されました。市は、この検討会議案をもとにして、条例化に向けた検討を重ねてまいりま

した。 

 

３ 条例の施行日 

 本条例は、市制施行５０周年の記念日となる平成２８年１１月１日の施行を目指し、広く市民に

周知するものです。 

 

資料№１



４ 条例の骨子 

 

 （１）目的（第１条） 

地区まちづくり活動の推進に関し基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするととも 

に、まちづくり協議会、市の支援等に関し必要な事項を定めることにより、持続可能な地域コミュ 

ニティづくりに向けた活力ある地区まちづくり活動を推進するという本条例の目的を定めていま 

す。 

 （２）定義（第２条） 

  本条例で使用される、地区、市民等、地域コミュニティ、地区まちづくり活動について、それぞ 

れの用語の意義を定めています。本条例において、市民等とは、個人や団体等を含めた用語として 

使用します。 

（３）基本理念（第３条） 

    持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、住民主体の地区まちづくり活動を進める上で、 

根幹となる考え方、地区まちづくり活動の在り方を「基本理念」として定めています。 

  ・市民等が自発的かつ主体的に取り組むこと。 

・市民等がまちづくりの担い手として、等しく参画する権利を有すること。 

・市民等と市が対等な関係でお互いの役割を理解して協働すること。 

（４）市、市民等の責務（第４条、第５条） 

  活力ある地区まちづくり活動を推進するため、市及び市民等の責務を定めています。市は、市 

民等の意見が十分に反映された施策を実施すること、また、必要な支援を的確に行うことを責務と 

しており、市民等は、地区の生活環境に関心を高めることと、地区まちづくり活動に参画するよう 

努めることを責務としています。  

（５）まちづくり協議会に関する事項（第６条～第８条） 

    まちづくり協議会の組織や取組の在り方、活動の拠点等について定めています。 

    まちづくり協議会の組織等については、地区の相当数の市民等によって構成されていること、規 

約を定めていること、重要事項の民主的な手続きによる決定が規約等に定められていること、まち 

づくり行動計画が策定されていることを定めています。 

 また、まちづくり協議会の活動拠点は、まちづくりセンターとして位置づけています。 

 更には、まちづくり協議会が行う地区まちづくり活動の取組の在り方として、地区の特性を生か 

した主体的な活動を推進すること、透明性の高い運営を行うこと、市民等の絆を深める交流を促進 

すること、他団体等と相互連携することを定めています。   

（６）まちづくり協議会と市の役割分担（第９条） 

  まちづくり協議会は、地区まちづくり活動を推進し、市は、まちづくり協議会だけでは解決が困 

難な課題に対する地区まちづくり活動を補完するという、まちづくり協議会と市の役割分担につ 

いて定めています。 

（７）市の支援（第１０条） 

  まちづくり協議会に対する市の支援について定めています。 

  ・地区まちづくり活動に関する財政的支援 

  ・次代を担う人材育成の支援 

 ・地区まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供 

 ・事務局機能の充実に関する支援 



５ 条例の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

６ 意見募集について 
  

この条例は、活力ある持続可能な地域コミュニティづくりの実現に向けて、これまでおおむね小学校区

を範囲に活発に行われてきた住民主体の地区まちづくり活動についての基本理念を定め、地区単位に市

民等が主体的に組織したまちづくり協議会と市との協働のまちづくりを進めるために必要な事項を明記

したものです。地区まちづくり活動の活性化には、市民一人一人積極的な参画が不可欠となります。多く

の皆様からのご意見をお待ちしております。 

【まちづくり協議会】 

【市】 【市民等】 

【地区まちづくり活動の推進】 

【地 区】 

 

 

支援 

参画 

基本理念(第３条) 

市民等の責務(第５条) 市の責務(第４条) 

市の支援(第１０条) 

まちづくり協議会と 

市の役割分担(第９条) 

おおむね小学校の通学区域 

まちづくり協議会の組織等(第６条) 

まちづくり協議会の活動拠点(第７条) 

まちづくり協議会の取組に関する基本的事項 

(第８条) 

・自発的かつ主体的に取り組むこと。 

・誰もが参画する権利を有すること。 

・市と対等な立場で協働すること。 

・施策の実施 

・市民等の意見反映 

・必要な支援の実施 

・財政的支援 

・人材育成支援 

・情報の提供 

・事務局機能の充実支援 

意見聴取 

地区の生活環境への関心を高

め、参画すること 

・地区の市民等の相当数で構成 

・規約の制定 

・民主的な手続きによる意思決定

・まちづくり行動計画の策定 

活動拠点は、地区まちづくりセンター 

・地区の特性を生かした活動 

・透明性の高い運営 

・次代に向けた人材の育成 

・絆を深めるための交流促進 

・他の団体等との相互連携 


